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はじめに 

 

横浜は、日本を代表する国際港湾都市としての役割を担い、その機能は現在にも脈々と

受け継がれています。 

横浜市（以下「市」という。）では、みなとみらい 21事業において、業務、商業、文化、

アミューズメントなど、多様な都市機能による魅力と活気に満ちた街づくりを進めています。 

今回の公募は、平成 27年２月 25日に策定したみなとみらい 21地区 60・61・62街区街づ

くり方針（以下「街づくり方針」という。）に基づき、「観光・エンターテイメント」を軸

とした街づくりを目指し、62街区全体公募による大規模施設の立地や、ウォーターフロント

に位置する立地特性を生かした提案を募るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 街区 
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第１ 開発事業者募集の概要 

 

・ みなとみらい 21中央地区 62街区について、開発事業者（以下「事業者」という。）を公

募します。 

・ 開発を希望する企業又は企業グループは、まず「登録」を行い、次に開発構想の「提案」

を行います。市は、これらの提案内容等を審査し、事業予定者を決定の上、関連手続を行い

ます（この要項において企業とは、株式会社等の各種会社のほか、学校法人等の各種法人

を含みます。）。 

・ 土地処分の方法は、土地売却を基本としますが、定期借地も認めます（土地処分の方法に

ついて評価を行います。）。ただし、提案区域内での売却と定期借地の組合せは認めません。 

なお、護岸背後５ｍの範囲（1,191.17㎡）は、別途貸付けを行います。 

 

１ 主催者 

当該事業者募集は、土地所有者である市が主催します。 

事務局は、一般社団法人横浜みなとみらい２１（以下｢ＹＭＭ｣という。）とします。 

 

２ 募集街区 

みなとみらい 21中央地区 62街区 

街区 所在地 
公簿

地目 

公簿及び実測 

地積（㎡） 

用途地域 

（建ぺい率/容積率） 

６２ 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番２ 

宅地 

13,147.62  

商業地域 

（８０％/４００％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番３ 7,845.72 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 12※ (貸付け)745.46 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 13※ (貸付け)445.71  

横浜市西区みなとみらい一丁目 14番２ 3.83 

合 計 22,188.34 

※ 護岸背後５ｍの範囲（1,191.17㎡）は貸付けとします。 

 

３ 手順 
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４ スケジュール 

（１）公募スケジュール 

 ・ 登 録 受 付：令和元年 10月 17日（木）～令和２年１月 17日（金） 

 ・ 提 案 受 付：登録完了後～令和２年１月 31日（金） 

 ・ 審 査：令和２年２月～３月（予定） 

 ・ 事業予定者決定：令和２年４月～５月（予定） 

※ 公募スケジュールは、都合により変更する場合があります。 

（上記登録受付期間に登録がないときは、期間を延長する場合があります。） 

 

（２）事業予定者決定後のスケジュール 

事業予定者は、市との間で基本計画協議を進めながら、事業予定者決定の翌日から６ 

か月以内に予約契約を締結の上、事業予定者決定の翌日から１年以内に「基本計画協定」 

及び「売買契約」又は「事業用定期借地権設定契約（以下「定期借地契約」という。）」  

を締結することを基本とします。 

※ 基本計画協定は、売買契約又は定期借地契約に先立ち締結します（以下同じ）。 

 

５ 申込書類・契約書等 

登録申込書・提案申込書・質疑書・契約書の様式や標準例については、別添「申込書類・

契約書標準例（６２街区用）」を参照してください。 

 

６ 使用言語及び単位 

当該事業者募集に関する提出書類、調整、契約等の言語は日本語、単位はメートル法

を使用します。 

 

７ 追加情報等 

今回の公募について、この要項以外の追加情報等がある場合には、事務局ウェブサイト 

（https://www.ymm21.jp/div/offering.html）に掲載します。 
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第２ 登録 

 

１ 登録者の資格 

登録者は、次に掲げる資格基準を満たす「企業」又は代表企業及びその他の構成企業（以

下「構成企業」という。）からなる「企業グループ」とします。 

 

（１）資格基準 

企業単独で登録を申し込む場合は、次の全ての資格基準を満たす必要があります。 

企業グループで登録を申し込む場合は、③及び④の資格基準については代表企業が満

たせば足りるものとし、それ以外については代表企業及び構成企業が満たす必要があり

ます。 

① みなとみらい 21 事業の趣旨・目的に沿った開発構想を有する者であること。 

② この要項及びみなとみらい 21 街づくり基本協定のほか、関係法令を遵守できる者

であること。 

③ 開発事業の主体となり、原則として、売買契約又は定期借地契約の相手方となるなど、 

必要な手続を行う者であること。 

④ 売買代金や賃料等のほか、提案する事業の実施に必要な経費を確実に支払う資力・信

用力を有する者であること。具体的要件として、次の２つの条件を全て満たすこと。 

・ 純資産 10 億円以上 

・ 設立後５年以上経過 

⑤ 次号に定める「登録制限」に該当しない者であること。 

 

（２）登録制限 

次のいずれかに該当する場合は、登録を認めないこととします。 

 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者（一般競

争入札の参加者の資格を有しない者） 

 

イ 経営不振の状態（破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別

清算開始の申立て又は手形取引停止処分等がなされている状態をいう。）にある者 

 

ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条

第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は

当該構成員を含む団体 

 

エ 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第２号に規定する暴

力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等

又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人そ

の他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。） 
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オ 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に

違反している事実がある者 

 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

 

※ 提出された登録申込書類は、登録資格の判断のための調査・照会資料として使用します。 

 

（３）ＳＰＣ設立による事業計画 

登録者がＳＰＣ【＊】を設立して開発事業を行うことを予定している場合は、次の事項を

基本としてください（ＳＰＣ以外の新法人設立を予定している場合もこれに準じます。）。 

① 登録申込書に、ＳＰＣを設立して開発事業を行うことを記載すること。 

② 提案の提出書類として、ＳＰＣのエクイティ出資者やアセットマネジメント（ＡＭ）、

プロパティマネジメント（ＰＭ）業務等を担う企業名を付した全体スキーム図、設立に

向けたスケジュール等を簡潔にまとめたＳＰＣ設立の事業実施計画書を提出すること。 

③ ＳＰＣは、売買契約又は定期借地契約の相手方となるなど、必要な手続を行えるよ 

う、適切な時期に設立すること。 

④ 登録者（企業グループの場合は代表企業又は構成企業）は、ＳＰＣのエクイティ出資

者になり、ＡＭ又はＰＭ業務等を担うこと。 

なお、市が必要と認めた場合は、提案内容の実現性及び継続性を確実にしていくため、

登録者（企業グループの場合には代表企業又は構成企業）にエクイティの最大出資者と

なることや、「第５－３（１）エ」に定める指定期日から５年が経過するまでの間、定

期借地期間の継続出資を求めるほか、基本計画協議の中で、金融機関からのＳＰＣ融資

に際しての関心表明書（ＬＯＩ）等の提出を求めることがあります。 

【＊】「資産の流動化に関する法律（平成 10年法律第 105 号）」に基づき設立する特定目的会社

及びその他の特別目的会社 

 

２ 登録手続 

（１）受付等 

令和元年 10月 17日（木）から令和２年１月 17日（金）までの間、事務局において登録を

受け付けます（登録受付期間延長時は別途設定します。）。 

 

登録を希望する方は、必要書類を提出する１週間前までに事務局に相談してください。

（登録内容に不備があるときは、登録を受け付けない場合があります。） 

受付時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日（以下「祝日」という。）及び令和元年 12月 28日（土）から令和２年

１月５日（日）を除く９時～12時及び 13時～16 時とします。 

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、事務局まで持参してください。 

 

＜受付窓口・提出先（事務局）＞ 

ＹＭＭ（一般社団法人横浜みなとみらい２１） 

横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 

クイーンズスクエア横浜 クイーンモール３階 

電話 ０４５（６８２）４４０４ 
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（２）提出書類 

次の提出書類を２部（１部原本・１部写し）提出してください。 

なお、市がみなとみらい 21地区で提案募集をしている他の街区に応募する場合は、別

途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。 

① 登録申込書（発行後３か月以内の印鑑証明書を添付のこと。） 

企業グループの場合は、代表企業を１社選定し、申込書の所定欄に明記してください。 

② 定款 

③ 商業登記簿謄本 

④ 最近期３か年分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

⑤ 会社案内書 

⑥ 最近期の有価証券報告書（上場企業のみ） 

⑦ 過去10年間程度の開発事業等実績書（書式自由） 

⑧ 役員等氏名一覧表（氏名の読みガナ、性別、住所及び生年月日も記載） 

⑨ 納税証明書 

 法人税、消費税及び地方消費税 

・ 納税証明書「その１」（最近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額） 

・ 納税証明書「その３」又は「その３の３」（未納の税額がないことの証明書） 

 法人市民税 

・ 納税証明書（最近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額） 

※ ①の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例（６２街区用）」 

１頁の「登録申込書記載要領」を参照してください。 

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

企業グループが申し込む場合は、代表企業及び構成企業とも提出してください。 

また、上記書類に該当するものが存在しないなどの場合は、代替書類の提出につい 

て事務局と協議してください。ただし、役員等氏名一覧表（氏名の読みガナ、性別、 

住所及び生年月日も記載）は必ず提出してください。 

 

３ 登録者の変更 

企業グループの場合、代表企業及び構成企業の変更は、原則として認めません。 

 

４ 資格審査及び結果通知 

登録申込者は、資格審査を経て、登録されます。 

資格審査の結果については、速やかに、事務局から登録申込者（企業グループの場合は

代表企業）に連絡します。 
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５ 登録者の取消し 

次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消します。この場合、登録を取り消された

者が応募した提案は無効にします。 

（１）「第２－１」に定める資格基準を満たさなくなった場合 

 

（２）申込内容に虚偽の記載や重大な変更等があった場合 

 

６ 登録の取下げ 

登録者は、登録を取り下げることができます。登録の取下げは文書によるものとし、事

務局に持参してください。 

 

７ その他 

（１）登録者の取扱い 

登録は、提案募集に応募するための資格となるものですが、応募の義務を伴うもので

はありません。 

また、登録申込者名及び登録者名は公表しません。 

なお、登録者数については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html）

に掲載します。 

 

（２）提出書類の取扱い 

登録に際して提出された書類等は、一切返却しません。 

 

（３）登録料 

無料です。 

 

（４）ヒアリング 

必要に応じて、登録者に対し、登録申込書の内容について説明を求めることがあります。 

https://www.ymm21.jp/div/offering.html
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第３ 提案募集 

 

１ 応募者の資格 

応募者は、登録者とします。 

なお、登録内容に変更が生じる場合は、提案をする前に、事務局と協議してください。 

 

２ 応募手続 

（１）受付等 

登録完了後から令和２年１月 31日（金）までの間、事務局において提案を受け付けま

す（登録受付期間延長時は別途設定します。）。 

受付時間は、日曜日、土曜日、祝日及び令和元年 12月 28日（土）から令和２年１月

５日（日）を除く９時～12時及び 13時～16時とします。 

 

（２）提出書類 

次の書類について、①は１部、②及び③は各 10部提出してください。 

（同一街区への複数の提案は不可とします。） 

なお、市がみなとみらい 21地区で提案募集をしている場合は、他の街区に応募する場

合は、別途、街区に応じた「開発事業者 募集要項」により手続を行ってください。 

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、事務局まで持参してください。 

① 提案申込書（発行後３か月以内の印鑑証明書を添付のこと。） 

② 事業計画 

（提案趣旨、事業概要、テナント誘致方針、資金計画・収支計画及び開発スケジュール） 

③ 開発計画 

（開発コンセプト及び施設計画概要） 

 

※１ ②及び③の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例（６２街区用）８頁 

の「応募書類作成要領」を参照してください。 

※２ 登録申込みの際に提出した書類等に変更等があった場合は、①～③に加え、最新

のものを１部提出してください。 

※３ ＳＰＣ等を設立予定の場合は、①～③に加え、全体のスキームを示した事業実施 

計画書を10部提出してください。 

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

 

３ 質疑及び回答 

この要項に関する質疑及び回答は、次により行います。 

 

（１）質疑の方法及び受付 

質疑書により、質疑の要旨を簡潔にまとめ、「第２－２」に記載の受付期間・時間の

間に、受付窓口・提出先に提出してください。 

 

 



 - 9 - 

（２）回答 

質疑の回答については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html） 

に掲載します。（質疑書の受領後、原則として、２週間以内に回答） 

 

４ 企業立地促進条例に係る問合せ 

横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例（平成 16 年３月横浜市条

例第２号。以下「企業立地促進条例」という。）等の企業立地支援制度の申請を予定して

いる応募者は、提案の前に条例等の内容についてお問い合わせください。 

企業立地促進条例については、土地・家屋等の取得契約締結日の６か月～１日前までに

申請することが必要とされており、応募者において申請を検討している場合には、適用の

可否など、あらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。 

なお、その他の企業立地支援制度についても、応募者において申請を検討している場合に

は、適用の可否など、あらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。 

 

※ 「企業立地促進条例」の問合せ先 

都市整備局みなとみらい２１推進課 電話０４５（６７１）３５１７ 

企業立地促進条例に関する情報 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/seido/tokuteitiiki.html 

 

５ その他 

（１）応募者の取扱い 

応募者名については、公表しません。ただし、事業予定者及び「第６－１」に定める

次点事業予定者に決定した際には、その名称を公表します。 

なお、応募者数については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html）

に掲載します。 

 

（２）提出書類の取扱い 

応募に際して提出された書類等は、一切返却しません。 

 

（３）著作権の取扱い 

応募書類の著作権は、応募者に帰属します。 

ただし、市及び事務局は、審査結果の公表等必要な場合に無償で使用できるものとし、

応募者は提案に当たり、あらかじめ了承するものとします。 

また、応募書類に関する情報公開請求があった場合、横浜市の保有する情報の公開に

関する条例（平成 12年条例第１号）に則って対応します。 

 

（４）費用の負担 

この募集に関して、応募書類の作成等に要する費用は、応募者の負担とします。 

なお、応募については、無料です。 

 

（５）ヒアリングの実施 

応募書類について、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあります。 

https://www.ymm21.jp/div/offering.html
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第４ 開発条件 

 

みなとみらい 21 の街づくりは、地権者間で自主的なルールを定めたみなとみらい２１

街づくり基本協定（以下「街づくり基本協定」という。）及び関連細則、みなとみらい 

２１中央地区地区計画（以下「地区計画」という。）、みなとみらい２１中央地区都市景

観形成ガイドライン（以下「景観形成ガイドライン」という。）等により調和のとれた街

づくりを進め、質の高い、活気のある、快適な街を形成していくことを目標としています。 

施設計画を行う際には、関係法令を遵守するとともに地区計画、景観形成ガイドライン、

街づくり基本協定等の各項目の趣旨・内容をよく理解したものとしてください。 

なお、関係法令等の諸規制については提案時を前提としますが、地区計画については、

街づくり方針に基づく歩行者用動線を地区施設に位置付けるための手続き中ですので、都

市整備局みなとみらい２１推進課に内容を確認の上、計画検討を行ってください。 

 

１ 募集街区の概要 

17頁～19頁の≪別表≫を参照してください。 

 

２ 開発規模 

62街区全体（22,188.34 ㎡） 

 
※ 添付資料の公図(写)と２頁の地番表により募集街区の範囲を確認してください。 

（大規模土地のため、公図(写)は複数枚となります。） 

 

３ 土地利用計画                                  ※イメージ図（20ページ）参照 

街づくり方針や、60・61 街区内の既決定計画との親和性があり、相乗効果を生むような

土地利用計画としてください。 

 

（１）建物用途 

文化、商業、業務施設等とし、「展示、観覧又は体験機能の用に供する集客施設（以下

「展示等集客施設」という。）」の建築敷地面積が開発区域面積の 25％以上を占めること

とします。（一つの建築敷地に展示等集客施設を含む複合施設を計画する場合は、各施設

の床面積の合計に展示等集客施設の床面積が占める割合を当該施設の建築敷地面積に乗

じた面積を算入できるものとします。展示等集客施設の屋上又は屋外において、屋内の展

示等集客施設と一体的に運営される部分については、当該部分を床面積として算入できる

ものとします。） 

 

なお、次の要件を全て満たすホテルは、展示等集客施設と同面積まで当該施設とみなせ

るものとします。 
 

ア 客室の平均面積が 38㎡以上 

イ スイートルームの設置 

ウ 複数のレストラン、バンケットルーム、スパ、フィットネス施設、バーの設置 

エ コンシェルジュサービスの実施 
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※１ 「文化」は、ホール、劇場、博物館、観覧場等を含みます。 

「商業」は、物販、飲食、ホテル等を含みます。 

「業務」は、本社機能、研究施設、研修施設、営業拠点、学校、病院等を含みます。 

※２ 展示等集客施設とは、観光・エンターテイメントの街づくりによる都心臨海部全体

のにぎわい・活性化に寄与する施設であって、「展示」「観覧」「体験」機能のいず

れかがあればよいものとします。 

 

（２）地区施設、歩行者通路 

地区計画（※）、街づくり基本協定及び関連細則、並びに街づくり方針に基づき、来

街者が水辺を感じつつ、安全・快適に楽しみながら通行できる象徴的な歩行者通路を整

備してください。原則として 24時間開放の歩行者空間としてください。舗装等の仕上げ

については、みなとみらい 21 地区の街づくりに配慮した水準にするとともに、屋内（非

青空）で確保する場合は、天井高を十分に確保してください。 

隣接する 60・61 街区から 62街区へと至る部分は、60・61 街区内に整備される歩行者

通路と同じ高さで、地区街路２号線上空に歩行者用デッキを整備し、両街区の建物どう

しを接続させてください。デッキの整備にあたっては、都市整備局みなとみらい２１推

進課及び関係事業者と協議を行ってください。 

 

※「みなとみらい２１中央地区地区計画」を改定する手続きを行っています。従前の公

募で、街づくり方針に基づく歩行者通路の整備を開発条件としていましたが、その一

部が地区施設として地区計画に位置付けられる予定です。 

 

 

【歩行者通路について】              

有効幅員 15ｍ 

位  置 街づくり方針を参照してください。 

 

【地区街路２号線上空にかける歩行者用デッキについて】  

（ア）60・61街区と 62 街区に架かる歩行者用デッキは、62街区事業者の負担により設

計及び設置を行ってください。 

・道路横断部の有効幅員：６ｍ以上 

  ・位  置：イメージ図参照（詳細は、閲覧資料により確認してください。） 

  ・供用時間：歩行者用デッキ（階段、エレベーターなど含む。）については、原則

24時間開放してください。 

  ・構造など：新設するペデストリアンデッキは、みなとみらい２１地区「ペデスト

リアンデッキ設置指針」に基づき、道路の歩道幅員を減ずることなく、

階段及び橋台等を街区敷地内に設置してください。 

        デッキに屋根は設置せず、本体建築物と、道路横断部・階段・橋台は、

構造的に切り離して整備し、外観上、構造上及び機能上別としてくだ

さい。デッキ自体に屋内的用途が発生しない形態かつ必要以上に面的

な広がりを持たない規模としてください。 

また、デッキ付近の建物内にデッキ利用者が使用できるエレベーター

を配置してください。なお 60・61街区側の橋台、階段、エレベーター

は、60・61街区の事業者が整備を行います。 
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  ・維持管理：日常的な管理（日常清掃、目視点検等）を 60・61街区側の事業者と

等分に分担して行ってください。詳細は、都市整備局みなとみらい２１

推進課と別途協議のうえ、維持管理に関する覚書を取り交すこととな

ります。 

  ・所有権 ： 歩行者用デッキ（道路横断部、階段、橋台など。エレベーターは除

く。）は、横浜市が移管を受けるものとします。詳細については、都

市整備局みなとみらい２１推進課及び関係事業者と協議のうえ、道路

管理者（市）と協議を行うこととなります。 

  ・その他 ：設計条件や整備について、都市整備局みなとみらい２１推進課及び関

係事業者と協議を行ってください。 

 

（イ）上記の新設するデッキは、横浜市所有の構造物となることから、階段及び橋台等

（エレベーターを除く。）について、区分地上権を設定することとなります。 

   事業者は、区分地上権設定に必要となる資料を事業者の負担により、提出するも

のとし、市と土地の権限に関する協議の上、必要な登記手続きに協力するものとし

ます。（区分地上権を設定等する場合の対価は無償とします。） 

 

（３）建物計画 

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり基本協定等に基づき、周辺施設との調

和や街のにぎわいの演出に配慮した建物計画としてください。 

建物や空地等の配置・計画は街づくり方針を踏まえた計画とし、各施設の特徴を生か

しつつも街区全体として調和した街並み景観を形成してください。 

また、みなと色彩計画の区域にも含まれているため、建物計画の際には、港湾局と協

議をしてください。 

 

ア 建物高さ 

最高高さ  60ｍ 

ただし、歩行者通路からの圧迫感を軽減し、高島水際線公園や水辺等への空間的な広

がりを生み出すとともに、横浜駅側から街区が見通せる景観の形成を誘導するため、歩

行者通路から高島水際線公園側については、中低層の建物としてください。 

 

イ アクティビティフロア 

歩行者通路や地区施設、外周道路沿いの建物低層部は、アクティビティフロア（にぎ

わい施設）を設置し、にぎわいがにじみ出すような開放的なデザインとなるよう配慮し

てください。 

 

ウ コモンスペース（広場状空地）の配置 

建築物の主要な出入口の前面、アクティビティフロアの周辺又は街角等には、コモン

スペースを適切に配置し、植栽やアートファニチャーなどで魅力ある空間を形成してく

ださい。 
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（問合せ先） 

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり方針 

都市整備局みなとみらい２１推進課  電話０４５（６７１）３５１７ 

 ・地区計画 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/pl
an-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html 

 
・景観形成ガイドライン（※） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikans

akutei/keikan.files/0014_20180926.pdf 

 

※景観形成ガイドラインとは、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成18年２月

横浜市条例第２号）に基づく都市景観協議地区【行為指針】と、景観法に基づく景観計画

【景観形成基準】をとりまとめたものです。 

なお、景観形成ガイドラインの解釈については、提案作成前にお問い合わせください。 

 

・みなとみらい 21 地区 60・61・62街区街づくり方針 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwie6NCYy

47kAhVKM94KHcP_CQEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fcity-i

nfo%2Fkoho-kocho%2Fpress%2Ftoshi%2F2014%2F20150225-038-20653.files%2Fphpkp0qwR.pdf

&usg=AOvVaw2VnfBMFe8CKNUbJI-e1euD 

街づくり基本協定及び関連細則 

一般社団法人横浜みなとみらい２１      電話０４５（６８２）４４０４ 

 https://www.ymm21.jp/div/central.html 

みなと色彩計画 

港湾局管財第一課              電話０４５（６７１）７２７８ 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/torikumi/20150129142413.html 

 

（４）水際線プロムナードの整備 

ア 水際線プロムナード 

日中、一般市民が自由に出入りすることができ、にぎわいのある水際線空間となるよ

うなプロムナードとしてください。 

また、護岸管理車両が随時進入できるような計画としてください。 

 

イ 歩行者通路との接続 

歩行者通路から水際線プロムナードへ接続できるように配慮してください。 

 

ウ 臨港幹線道路との接続 

水際線プロムナードから国際大通り（臨港幹線道路）への歩行者動線を確保する計画

としてください。 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/plan-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/plan-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikansakutei/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikansakutei/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwie6NCYy47kAhVKM94KHcP_CQEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fcity-info%2Fkoho-kocho%2Fpress%2Ftoshi%2F2014%2F20150225-038-20653.files%2Fphpkp0qwR.pdf&usg=AOvVaw2VnfBMFe8CKNUbJI-e1euD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwie6NCYy47kAhVKM94KHcP_CQEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fcity-info%2Fkoho-kocho%2Fpress%2Ftoshi%2F2014%2F20150225-038-20653.files%2Fphpkp0qwR.pdf&usg=AOvVaw2VnfBMFe8CKNUbJI-e1euD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwie6NCYy47kAhVKM94KHcP_CQEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fcity-info%2Fkoho-kocho%2Fpress%2Ftoshi%2F2014%2F20150225-038-20653.files%2Fphpkp0qwR.pdf&usg=AOvVaw2VnfBMFe8CKNUbJI-e1euD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwie6NCYy47kAhVKM94KHcP_CQEQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.city.yokohama.lg.jp%2Fcity-info%2Fkoho-kocho%2Fpress%2Ftoshi%2F2014%2F20150225-038-20653.files%2Fphpkp0qwR.pdf&usg=AOvVaw2VnfBMFe8CKNUbJI-e1euD
https://www.ymm21.jp/div/central.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/torikumi/20150129142413.html
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エ 高島水際線公園との接続 

隣接している高島水際線公園と水際線プロムナードの歩行者動線が連続するように

配慮し、必要に応じて高島水際線公園を含み整備をしてください。計画及び整備にあた

っては、都市整備局みなとみらい２１推進課と協議してください。 

 

（５）熱供給の受入計画 

建物の設計に当たっては、都市システムとして地区に導入されている地域冷暖房シス 

テムを利用する計画としてください。 

当街区が面する地区街路２号線には共同溝が設置されていませんが、建物供用に支障 

のない形で、みなとみらい二十一熱供給株式会社が地区街路２号線沿いの62街区内に洞 

道等の設置を予定しています。 

なお、地域冷暖房システム設置のために必要な地上権については、売買契約又は定期 

借地契約までに登記します。 

また、熱供給の受入位置や洞道等の工事時期、土地の使用等については、公募期間中 

に都市整備局みなとみらい２１推進課及びみなとみらい二十一熱供給株式会社と必ず協 

議してください。 

 

（問合せ先） 

熱供給について 

みなとみらい二十一熱供給株式会社      電話０４５（２２１）０３２１ 

街づくり基本協定 

一般社団法人横浜みなとみらい２１      電話０４５（６８２）４４０４ 

 

（６）交通処理 

周辺交通（車両及び歩行者）への影響に配慮した交通処理計画とし、適正に駐車場（観

光バスの利用がある場合は観光バスを含む。）及び駐輪場（自転車・バイク）を配置し

てください。また、駐車場に入庫する車両の待機スペースを敷地内に確保する計画とし

てください。 

街区内への車両の出入りは、左折によるものとし、周辺道路に交通混乱を起こさない

ように計画するとともに、交通管理者（神奈川県警察本部）及び道路管理者（市）と協

議を行ってください。 

歩行者通路の道路横断部についても、必要に応じて交通管理者（神奈川県警察本部）

及び道路管理者（市）と協議を行ってください。 

 

（７）緑地・植栽など 

緑の環境をつくり育てる条例第９条の施行に関する基準第６条第２号及び第３号の規

定により、建築物の緑化率は 10％以上とする必要があります。街づくり基本協定及び関

連細則の趣旨に沿った緑化の確保について積極的に検討してください。 
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（８）港湾環境整備負担金 

提案事業の内容によって港湾環境整備負担金の対象になることがあります。 

これは、横浜港における港湾環境の整備・保全のために実施する工事費用の一部を港

湾区域又は臨港地区にある事業者（敷地面積 10,000 ㎡以上）が負担する制度です。 

 

（９）地球温暖化対策 

横浜市地球温暖化対策実行計画に基づき、省エネルギー性能の向上、再生可能エネル

ギーの導入、その他地球温暖化対策に資する新技術の導入など、一定の地球温暖化対策

に資する取組を積極的に図ってください。 

（問合せ先） 

温暖化対策実行計画 

温暖化対策統括本部企画調整部調整課      電話０４５（６７１）２６２２ 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/ 

 

４ 電波障害対策 

「みなとみらい 21地区及び関連開発地区のテレビ電波対策の実施に関する基本協定」に

基づき、「横浜都心電波対策協議会（事務局はＹＭＭ）」へ加盟し、対策に要する費用を

負担してください。 

また、衛星携帯・港湾工事用無線等通信障害の恐れがありますので、事前に国土交通省

関東地方整備局京浜港湾事務所と協議を行ってください。 

（問合せ先） 

国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所    電話０４５（２２６）３７４０ 

 

５ 都市の魅力向上と地域経済への貢献 

横浜の港や海・国際性・歴史を感じさせる建造物・緑や自然を生かした「都市ブランド

の向上」、文化・芸術の持つ創造性を生かした「都市の新しい価値や魅力の創出」、地域

企業との連携による「地域経済への貢献」等を積極的に図ってください。 

 

６ 遵守事項 

関連法令、地区計画、景観形成ガイドライン、街づくり基本協定及び関連細則等を遵守

してください。 

これらの遵守に当たり、「第７」に定めるところにより、事業者と市で「基本計画協定」

を締結します。 

また、地区施設上の通路機能の維持及びそれに付随する施設の取扱いについては、都市

整備局みなとみらい２１推進課と協議してください。 

地区施設の取扱い 

都市整備局みなとみらい２１推進課        電話０４５（６７１）３５１７ 
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７ その他 

 横浜市は、平成 23年 12 月に環境未来都市、国際戦略総合特区、平成 24 年１月に特定都

市再生緊急整備地域に指定されました。国の成長戦略施策にトリプル選定された唯一の都市

であり、みなとみらい 21 地区（新港地区は特定都市再生緊急整備地域を除く）は、全てが

適用される唯一のエリアです。国際競争力強化に向けた、規制緩和、税制上の特例、金融上

の支援など、一定の要件を満たした開発事業や施設の立地について活用することが可能で

す。 

（問合せ先） 

特定都市再生緊急整備地域 

都市整備局企画課               電話０４５（６７１）３５１１ 

環境未来都市 

温暖化対策統括本部ＳＤＧｓ未来都市推進課   電話０４５（６７１）４３７１ 

国際戦略総合特区 

経済局ライフイノベーション推進課       電話０４５（６７１）３４９５ 

 

また、提案内容により、一般財団法人民間都市開発推進機構の支援の対象となる場合があ

ります。同機構の支援決定は、支援基準等により機構が判断を行うため、出融資の詳細、条

件等については、直接機構に確認してください。 

（問合せ先） 

一般社団法人  民間都市開発推進機構    電話０３（５５４６）０７９７ 
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≪ 別 表 ≫ 

事  項 内  容 

街  区 62 

所  在 横浜市西区みなとみらい六丁目３番２ ほか４筆 

公簿及び実測地積 22,188.34㎡ 

開発規模 62街区全体区画のみ（区画の分割不可） 

都 

市 

計 

画 

等 

用途地域 商業地域 

防 火 ・ 準 防 火 地 域 防火地域 

建ぺい率 80％ 

容積率 400％ 

臨港地区 62街区：横浜港臨港地区（分区指定なし） 

地区計画 
みなとみらい21中央地区地区計画（ウォーターフロントゾーン） 

地区整備計画 建築物等の高さの最高限度 60ｍ 

街づくり 

協定等 

みなとみらい21街づくり基本協定及び関連細則等 

横浜市景観計画（みなとみらい21中央地区） 

みなとみらい21中央地区都市景観協議地区 

中央地区駐車場整備地区 

特定都市再生緊急整備地域「横浜都心・臨海地域」 

土地区画 

整理事業 

みなとみらい21中央地区土地区画整理事業 

（施行者：独立行政法人都市再生機構） 

基 

盤 

施 

設 

等 

接続道路  

西側：市道高島台298号線（地区街路２号線） 幅員16ｍ 

東側：市道高島台303号線、市道高島台306号線（臨港幹線道路：国際大通り） 

幅員46ｍ 

※ 上記幅員はおおむねの数値のため、現況優先とします。 

共同溝・ 

その他供給 

処理施設 

・ 建物の設計に当たっては、都市システムとして地区に導入されてい

る地域冷暖房システムを利用する計画としてください。 

当街区が面する地区街路２号線には共同溝が設置されていないた

め、みなとみらい二十一熱供給株式会社が導管を設置する予定です。 

このため、熱供給の受入位置は、地区街路２号線側の市及びみなと

みらい二十一熱供給株式会社が指定する位置としてください。 

なお、導管を収容する立坑・洞道等を宅地内に設置する場合の土地

の使用等（必要な権利設定を含む。）について、市及びみなとみらい

二十一熱供給株式会社との協議が必要です。 

 

（問合せ先） 

みなとみらい二十一熱供給株式会社 

電話０４５（２２１）０３２１ 

※ 「第４－３（６）」再掲 
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地

盤

条

件

等 

造成地盤 

高さ 

Ｔ.Ｐ.（東京湾平均海面）＋ 2.1ｍ ～ ＋ 3.4ｍ 程度 

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。 

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照する

ことができます。 

横浜市公共下水道台帳図 

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/  「だいちゃんマップ」 

支持地盤 

・ 事業者の負担で調査してください。 

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報 

（ボーリング資料）が公表されています。 

横浜市地盤地図情報  

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/  「地盤View」 

 

その他 

・ 引渡しは現状有姿とします。 

応募前、予約契約、売買契約又は定期借地契約締結前において、公

図、測量図等を基に土地や土地に付着する工作物等の確認をお願いし

ます。 

なお、土地や土地に付着する工作物等に関して必要な協議について

は、売買契約又は定期借地契約締結後に事業者において対応すること

になります。（隣接者の工作物等が越境している場合も同様です。） 

 【参考】 

外周の一部にフェンスが設置されています。 

その他、工作物等の状況（位置、越境の有無等）を確認するため、

現地の立入りを希望する場合は、登録・提案期間中に事務局に申し出

てください。 

・ 歩道の切下げについては、取扱いを西土木事務所と協議してください。 

・ 当街区内には、水道管等のライフラインは供給されていませんので、

事業者の負担で、街区内への引込みを行ってください。 

・ 土地区画整理事業により、地震災害や地盤沈下などを考慮し、地盤

改良が行われています。 

・ 当街区は、平成８年にしゅん功した埋立地及び旧高島ふ頭敷地が含

まれています。 
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・  港湾局において、護岸背後の普通土を幅10～12ｍ、厚さ1.1～2.1ｍの

範囲で軽量土に置き換え、地盤高をＹ.Ｐ.（横浜港工事用基準面）＋3.20

ｍとしました。軽量土の表層には普通土で0.2ｍの覆土を行いました。

護岸天端高はＹ.Ｐ.＋3.40ｍに嵩上げしました。詳細はＬ型ブロック式

護岸標準断面図及びケーソン式護岸標準断面図を参照してください。 

なお、護岸背後における上載荷重は、５ｋＮ／㎡まで可能です。 

（断面図は、登録提案期間中、事務局で閲覧ができます。） 

・  横浜市防災計画では高潮を考慮した埋立ての基準高さをＴ.Ｐ.＋2.7ｍ 

（Ｙ.Ｐ.＋3.8ｍ）としています。人が常時利用する場所が浸水しないよ

うに、床の高さを上げることや、防潮板を設ける等、高潮対策を考慮した

建物計画としてください。 

・ 護岸背後17ｍの範囲に建物を建築する際は、護岸への影響を考慮し

た計画としてください。また、護岸背後17ｍの範囲内では地下の裏込

石表面に防砂シートが敷設してあるので、建物建設に伴い地下構造物

を設置する場合は、その安全性について港湾局と協議を行ってくださ

い。また、護岸構造物の安全性を確保するため、港湾局と護岸構造物

に関する管理協定を締結するものとします。 

・ 仮設の雨水桝が設置されていますが、現在は使用していませんので、 

事業者の負担で撤去又は埋戻しをしてください。 

・  津波災害（特別）警戒区域については、津波防災地域づくりに関す

る法律（平成23年法律第123号）第53条第１項の規定に基づき、都道府

県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定するこ

とができるとされています。 

津波災害（特別）警戒区域について、神奈川県内は現時点では指定

されていませんが、今後、神奈川県から当該区域を津波災害警戒区域

として指定される可能性があります。 

また、当該地における津波浸水想定については、神奈川県ウェブサイ

ト（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532320/）を参照してください。 
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60・61・62街区 開発イメージ 

＜凡例＞ 

■開発条件・街づくり方針・その他の事項 

  ●●●    歩行者通路 

   ●●●     歩行者ネットワーク 

        水際線プロムナード 

 

■地区計画・景観計画による事項 

             地区施設 

有効幅員４ｍ以上の歩行者空間 

（青空・非青空） 

 

■街づくり基本協定・都市景観協議地区による事項 

     コモンスペース 

建物出入口、アクティビティフロア前面等 

に広場状空地を適切に配置 

 

 

■ 最高高さ 60ｍ 

● アクティビティフロア 

   歩行者通路や地区施設・外周道路に沿って、 

建物低層部ににぎわい施設を配置 

● 建築デザイン 

   板状など、閉鎖的で単調な形態意匠は避ける。 

● 通景の確保 

   水辺・周辺地区への通景を阻害しない。 

● 駐車場 

青空駐車場は避け、国際大通りからの駐車場 

の出入りは避ける。 

● 建物の高さ 

中低層エリアは、高島水際線公園・水辺への 

空間的広がりや、横浜駅側からの見通し景観 

確保のため、中低層の建物とする。 

海への見通しや 

空間的な広がり 

地
区
街
路
２
号
線 

○プロムナードから国際大通り（臨
港幹線道路）への歩行者動線を確保 

国際大通り 

(臨港幹線道路) 

横浜こどもｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝこどもﾐ

ｭｰｼﾞｱﾑ 

 

事業計画中 

歩行者用デッキ 

(有効幅員 6ｍ以上) 

デッキレベルによる歩行者用通路

を 60・61街区事業者が計画中 

デッキ付近の建物内に

ＥＶを設置し開放する 

デッキに昇降する

階段を設置 

水辺や周辺地区への 

見通しや空間的な広がり 
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第５ 土地処分条件 

 

１ 土地処分の方法 

土地売却を基本としますが、定期借地も認めます。ただし、提案区域内での売却と定期

借地の組合せは認めません。また、企業グループ等、複数企業による提案であっても、１提

案につき、１契約とします。 

 

・ 「土地売却提案」や「賃料の一部前払い方式による定期借地の提案」等を評価項目とします。 

・ 借地期間は営業期間（20年以上の自由提案）に、準備・撤去期間を加えたものとします。 

 

※ 売却であっても護岸背後５ｍ範囲（1,191.17 ㎡）の土地は貸付対応となります。 

 

２ 処分価格 

価格時点はいずれも令和元年 10月１日で、価格時点から１年を経過して予約契約等を締 

結する場合は、時点修正等の補正を行うことがあります。 

 

（１）売却価格 

   12,369,432,847円（589,100円／㎡） 

 

（２）定期借地月額支払賃料（参考） 

    月額 1,607円／㎡ 

    ※ 上記定期借地月額支払賃料は、借地借家法第 23条の規定に基づく事業用定期借地

権で、契約期間は 49 年間、保証金は月額支払賃料 30 か月分を授受、権利金はない

ものとして算定しています。このため、事業予定者決定後、提案内容による契約期

間に応じて賃料の再算定を行います。 

 

 （３）貸付料（護岸背後５ｍの範囲） 

    月額 220円／㎡ 

 

３ 主な契約内容 

（１）売買契約 

ア 売買代金納付方法 

売買代金の納付方法は、売買契約締結時に一括納付とします。 

 

イ 所有権の移転及び土地の引渡し 

所有権は、売買代金を完納したとき、移転するものとします。 

所有権が移転したとき、現状有姿の状態で土地が引き渡されたものとし、市に受領書

を提出してください。 

 

ウ 所有権移転登記 

所有権の移転後、市に対して所有権移転登記を請求してください。 

なお、所有権移転登記等に要する費用は事業者の負担とします。 
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エ 用途指定等 

市は、売買契約締結時に、開発計画に基づく建物の敷地として用途を指定（指定用途）

するとともに、指定用途に供さなければならない期日を指定（指定期日）します。 

また、事業者は、指定期日から５年が経過する日までの間、引き続き、指定用途に供

さなければならないものとし（指定期間）、暴力団の事務所などの用途に供することも

制限します。 

指定用途の変更若しくは解除又は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とすると

きは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、市の書面による承認を得なければなら

ないものとします。 

 

オ 売買物件の譲渡等の禁止 

売買契約締結から指定期間が終了するまでの間は、市の承認を得ないで、売買物件の

所有権を第三者に移転し、又は貸し付けることを禁止します。 

ただし、提案された開発計画に記載されており、次の各号に該当する場合は、譲渡を

認めることとします。 

（ア）事業者が不動産証券化の手法により事業資金を調達するために、不動産を信

託する場合 

 

（イ）事業者が事業資金を調達するために、第三者へ会員権を売却し、当該第三者

へ建物を区分所有させる場合 

 

（ウ）その他、事業スキーム上必要であると、市が認めた場合 

 

また、提案された開発計画に記載されていない場合でも、事前に詳細な理由を付した

願書を提出し、記載された譲渡の理由が、真に開発事業の進捗に必要なものであると、

市が認めたときは、譲渡を承認するものとします。 

 

カ 買戻しの特約及び登記 

「第５－３（１）エ」に定める用途指定等及び「第５－３（１）オ」に定める売買物

件の譲渡等の禁止に違反した場合には、市は、無条件で売買物件を買い戻すことができ

ます。 

そのため、「第５－３（１）イ」に定める所有権が移転した日から 10年間の買戻し

の特約をするとともに、買戻特約の登記を行います。 

指定期間が満了した場合において、用途指定等及び売買物件の譲渡等の禁止につい

て、義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除し、請求により

買戻権の登記の抹消登記を嘱託します。 

なお、買戻権の抹消登記に要する費用は事業者の負担とします 

 

キ 違約金 

「第５－３（１）エ」に定める用途指定等及び「第５－３（１）オ」に定める売買

物件の譲渡等の禁止に違反した場合には、売買代金の 30％相当を違約金として徴収し

ます。 

また、実地調査等への協力義務に違反した場合には、売買代金の 10％相当を違約金

として徴収します。 
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（２）定期借地契約 

定期借地は、借地借家法第 23条の規定に基づく事業用定期借地権とします。 

（下記は、定期借地契約に関する一般的な事項であり、詳細の取扱いについては、事

業者予定者の提案内容を踏まえて調整します。なお、定期借地契約書等では、「賃料」

を「貸付料」として表記します。） 

 

ア 借地期間 

20年以上の自由提案とする営業期間に、準備・撤去期間を加えたものとします。 

 

イ 賃料の改定 

賃料が社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情に沿わなくなった場

合、市は、原則として、３年ごとに賃料を改定することができるものとします。 

 

ウ 賃料納付方法 

賃料の納付方法は、市が発行する納付書にて納付することとします。賃料納付方法

については、１年分の一括納付（前納）か、１年分を最大４回に分けて納付する方法

のいずれかを選択することができます。前払いの有無を含め、希望の納付方法を提案

してください。 

 

エ 保証金 

定期借地契約締結時に賃料 30か月分の保証金を、土地引渡し時に当該年度分賃料（翌

年度以降の賃料前払いを行う場合は、当該前払い賃料含む。）を納付してください。 

保証金については、定期借地契約に定める事業者の原状回復義務の履行を市が確認

後、返還することとします。 

賃料の滞納等、定期借地契約に定める事業者の債務不履行が存在する場合、市は、

保証金からこれを控除することができます。 

（土地返還遅延に伴う損害賠償金も控除することができます。また、賃料改定に伴

い、市が必要と認めたときは、保証金の追加納付等が必要となる場合があります。） 

また、事業者において定期借地契約に定める原状回復義務の不履行があり、市が原状回

復を行った場合、市は、それに係る一切の費用を保証金から控除することができます。 

 

オ 権利金 

権利金は徴収しません。 

 

カ 事業用定期借地権の登記 

原則として、事業用定期借地権設定及び抹消登記を市が嘱託します。 

定期借地契約締結時に事業用定期借地権の登記事務に必要な書類を市に提出してく

ださい。 

なお、事業用定期借地権設定登記等に要する費用は事業者の負担とします。 

 

キ 用途指定及び転貸等の制限 

市は、定期借地契約締結時に、開発計画に基づく建物の敷地として用途を指定（指定

用途）するとともに、指定用途に供さなければならない期日を指定（指定期日）します。 

また、事業者は、指定期日から定期借地契約に定める賃貸借期間が満了する日まで
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の間、引き続き、指定用途に供さなければならないものとし、暴力団の事務所などの

用途に供することも制限します。 

指定用途の変更若しくは解除又は指定期日の変更を必要とするときは、事前に詳細

な理由を付した願書を提出し、市の書面による承認を得なければならないものとします。 

その他、市の書面による事前の承認を得ないで、第三者へ土地を転貸すること又は

本件借地権を譲渡することを禁止します。 

 

ク 契約の解除 

「第５－３（２）キ」に定める用途指定及び転貸等の制限に違反した場合には、市

は、定期借地契約を解除することができます。 

 

ケ 違約金 

「第５－３（２）キ」に定める用途指定及び転貸等の制限に違反した場合には、違反

時点の賃料の算定における基礎価格（更地価格）の 30％を違約金として徴収します。 

また、実地調査等への協力義務に違反した場合には、違反時点の賃料の算定における

基礎価格（更地価格）の 10％を違約金として徴収します。 

 

コ 土地の原状回復 

定期借地契約終了時又は解除時には、自己の費用負担によって、土地に存在する建

物、工作物等を撤去し、土地を更地の状態で市に明け渡してください。 

事業者による土地の明渡しが遅延した場合には、損害賠償金が発生します。 

 

４ 建設発生土 

  当街区は、土地造成及び利用履歴において、特定有害物質等の使用が確認されていませ 

ん。このため、市で土壌汚染調査は実施しません。 

  基本計画協定書に基づく建築工事に伴う建設発生土の搬出については、建物計画に係る 

実施計画等を策定する前に、事前に市に協議してください。 

  建設発生土のうち、横浜市港湾局及び横浜港埠頭株式会社が発行する建設発生土受入手 

続（以下「受入手続」という。）に従い受入れが可能なものは、原則として、事業者の負 

担により、受入手続に定める建設発生土受入中継所に受け入れます。受入手続に定める土 

砂検定等により受入れが不可能な建設発生土（以下「基準超過土」という。）については、 

事業者が関係法令に基づき、適切に処分してください。基準超過土の処分に際し、受入手 

続に基づく費用を超えて通常要する費用については、市は、処分先、処分数量等を確認し 

た上で負担します。 

 

   横浜港埠頭株式会社建設発生土の受入 

http://www.yokohamaport.co.jp/utilization/soil/ 
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 ５ 地中障害物 

当街区の一部は、旧高島埠頭敷地です。土地区画整理事業において、同事業前の地上部 

分に存していた建物及び旧護岸については、旧土地所有者又は旧建物所有者が撤去を行っ 

た後、地下残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね３ｍの深さまで撤去を 

行っています。第５－２の土地価格及び賃料の算定は、不動産鑑定上これらの状況を反映 

して行います。（埋立時の旧護岸等の残存構造物に関する参考資料及び土地区画整理事業 

での撤去関係資料は、登録・提案期間中、事務局で閲覧ができます。） 

基本計画協定書に基づく建築工事の際、当該工事に支障となる地中障害物の存在が判明 

した場合、事業者が関係法令に基づき、適切に処分してください。処分が必要となった場 

合、市は、数量等を確認の上、当該地中障害物の積込、運搬及び処分並びにこれらを行う 

ために必要となる破砕に通常要する費用を負担します。ただし、残存構造物を不動産鑑定 

において価格に反映している旧高島埠頭敷地については、旧地盤面から３ｍより深い部分 

に存在する地中障害物は市の負担の対象としません。 

 

６ かし担保 

予約契約、売買契約又は定期借地契約締結後に、対象物件の数量の不足、土壌汚染、残 

存地中障害物、地盤沈下等があることを発見しても、売買代金や賃料等の減免若しくは損 

害賠償の請求又はこれらの契約の解除をすることができないものとします。 

ただし、「第５－４」及び「第５－５」に定めるものは、それぞれの定めるところによ 

り市が費用を負担します。 

 

７ イベント等の実施 

市は、募集街区において売買契約又は定期借地契約締結までの間、イベント等を実施す

る場合があります。また、売買契約又は定期借地契約締結後にも、イベント等の実施につ

いて、事業者に協力を求めることがあります。 

 

 ８ 地上権 

   62 街区では今後、地域冷暖房システム設置を目的とした地上権を、売買契約又は定期借

地契約締結までに設定する予定です。 

   なお、地上権設定に伴う対価については、売買契約締結時に売却価格に反映します。 

   （「第４－３（２）地区施設、歩行者通路」の階段及びデッキによる地上権の設定の場

合は除きます。） 

 

９ その他 

土地の処分等については、この要項に定めるもののほか、市にお問い合わせください。 
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第６ 事業予定者の決定 

 

１ 事業予定者の決定 

（１）提案内容の評価 

応募者の提案内容については、次の項目に基づき総合的に評価します。 

 

（２）土地処分方法の評価 

上記の項目（事業主体、事業・運営計画、施設計画及びその他特に優れた取組）による

提案内容の評価に加え、土地処分方法については、別途評価を行います。 

【土地処分方法の評価の基本的な考え方①】 

土地引渡し時の支払額に着目し、土地売却を基本として評価することとします。 

定期借地については、賃料前払いの提案内容や、市内経済・税収への波及の効果及び

定期借地完了後の土地管理等を総合的に評価し、早期に土地売却と同程度の効果の実現

が認められるものについて、事業予定者の選考対象とします。 

 

項  目 評価の視点 
評価の

比重 

１ 事業主体 応募者は、当該事業を実施するのに十分な資力、信用、経営状

況及び事業実績を有しているか。 
２０ 

２ 事業・ 

運営計画 

（１）事業計画は、市施策及びみなとみらい 21地区の開発の基

本方向と整合しているか。 

（２）十分な魅力や斬新さを有し、都市ブランドの向上、地区の

イメージアップ、にぎわいや文化芸術の創出、地域経済等へ

の貢献が期待できるか。（都心臨海部全体のにぎわい・活性

化に貢献する提案となっているか。） 

（３）事業スキームや資金計画等の事業・運営計画の具体性及び

実現性が高く、当該事業が長期にわたり安定的に実施されて

いくのにふさわしい計画となっているか。 

４０ 

３ 施設計画 （１）施設計画は、街並み形成や建物デザインなど、地区計画、

景観形成ガイドライン並びに街づくり基本協定及び関連細

則等の規定の趣旨を十分に考慮した計画となっているか。 

（２）建物内の施設配置や動線計画（地区施設等を含む。）は、

適切なものとなっているか。 

（３）当街区の街づくり方針に合致した観光・エンターテイメン 

ト施設として優れた提案になっているか。 

３０ 

４ その他特に 

優れた取組 

応募者の提案内容に特に優れた取組があり、総合的に評価でき

るか。 
１０ 

 

合  計 

 

 

１００ 
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【土地処分方法の評価の基本的な考え方②】 

○ 定期借地での応募に当たっては、賃料前払いの内容や、集客見込みをはじめとする

市内経済・税収への波及に関する事項を提案記載事項とします。 

  

○ 賃料前払いについては、土地引渡し時に一括納付する契約年度分賃料を含む、前払

いの総額とします（ただし、保証金は除きます。）。 

 

○ 土地売却と同程度の効果が認められるもの（例） 

・ 賃料前払いの総額が土地売却代金と同額程度のもの 

・ 賃料前払いの総額は土地売却代金を下回るが、特色を持った観光・エンターテイメン 

ト施設であり、国内外からの集客が著しく見込まれるもの 

 

（３）事業予定者の決定 

ア 市が審査し、事業予定者を決定します。 

なお、「事業予定者なし」とする場合があります。 

 

イ 市は、応募者の提案内容に優劣の差がないと判断した場合、それらの応募者を対象

として価格競争を行い、事業予定者を決定します。 

  価格競争を行う場合は、対象応募者に価格競争決定通知書を発送します。 

 

ウ 市は、事業予定者とともに次点事業予定者を決定する場合があります。事業予定者

と契約に至らなかった場合は、次点事業予定者を繰り上げて事業予定者とします。 

 

２ ヒアリングの実施 

応募提案書類の提出後、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあり

ます。 

 

３ 事業予定者等の決定結果の通知 

市は、事業予定者及び次点事業予定者の決定結果について、応募者全員に文書で通知し

ます。 

 

４ 提案内容及び審査結果の公表 

事業予定者及び次点事業予定者については、その名称（グループの場合は代表企業及び

構成企業も含む。）を公表した上で、提案内容（抜粋）及び審査結果を公表します。 

また、事業予定者及び次点事業予定者以外の応募者については、匿名で提案概要及び審

査結果を公表します。 
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第７ 基本計画の協議 

 

１ 基本計画の策定 

事業予定者は、市と協議の上、基本計画を策定し、売買契約又は定期借地契約締結まで

に市と基本計画協定を締結することとします。 

基本計画は、事業提案に基づき、開発の基本方針、施設計画（建築計画、景観・デザイ

ン、地区施設、緑化、交通処理等）、事業・運営計画、事業実施スケジュール等を定める

ものです。策定に当たっては、市との協議に誠意を持って、かつ迅速に対応してください。 

 

２ スケジュール 

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から６か月以内に基本計画協議書を提出することを

基本とします（基本計画協議書の提出後、市と予約契約を締結し、事業者となります。「第

８及び第９」参照）｡ 

 

３ 事業予定者決定の取消し 

「第９－１」に定める期間内に、事業予定者（又は事業者）の責めに帰すべき事由により、

基本計画協定が締結できない場合、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。 

 

４ 費用負担 

この「基本計画の協議」に必要な書類の作成等に要する費用は、事業予定者（又は事業者）

の負担とします。 
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第８ 予約契約の締結 

 

１ 予約契約の締結 

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から６か月以内に、基本計画協議書を提出した上

で、市と予約契約を締結することを基本とします。予約契約の締結をもって、事業予定者を

事業者とします。当該期間内に、事業予定者の責めに帰すべき事由により、予約契約の締結

に至らない場合、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。 

予約契約は、「土地売買予約契約書《標準例》」又は「事業用定期借地権設定に関する

予約契約書《標準例》」によるものとします。 

原則として、予約契約締結時には、予約金を市に預託することが必要です。 

 

売買契約の場合の予約金 売買代金の５％相当 

（売買代金の一部に充当することができるものとします。※） 

定期借地契約の場合の予約金 賃料の算定における基礎価格（更地価格）の５％相当 

（賃料前払い又は保証金の一部に充当することができる

ものとします。※） 

※  予約金に利息は付しません。 

 

２ 費用負担 

予約契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者（又は事業者）の負担とします。 

 

３ 予約契約の解除 

事業者の責めに帰すべき事由により、基本計画協定、売買契約又は定期借地契約の締結

など、予約契約に定める義務を事業者が履行しない場合、市は、予約契約を解除すること

ができるものとします。 

この場合、｢第８－１｣に定める予約金は返還しません。 
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第９ 土地処分契約の締結 

 

１ 土地処分契約の締結 

事業予定者は、予約契約を締結の上、事業予定者決定の翌日から１年以内に市と「基本 

計画協定」及び「売買契約又は定期借地契約」を締結することを基本とします。 

事業予定者（又は事業者）の事由により市の承認を得て、売買契約又は定期借地契約締結 

の期限を延長する場合、市は、遅延損害金の徴収をすることができるものとします。 

売買契約又は定期借地契約は、「土地売買契約書《標準例》」又は「事業用定期借地権 

設定に関する合意書《標準例》」によるものとします。） 

 

２ 費用負担等 

売買契約又は定期借地契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者（又は事業者）

の負担とします。 

なお、事業用定期借地権設定は、借地借家法第 23条の規定に基づく事業用定期借地とし

て公正証書により契約を締結します。 

 

３ 着工時期等 

事業者は、売買契約又は定期借地契約締結後、基本計画に定めた建築計画及びスケジュ

ールに基づき、基本設計及び実施設計を行い、建設工事に着手してください。 
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みなとみらい２１地区 60・61・62街区 街づくり方針（平成 27年２月 25日策定） 

 

１ はじめに 

   首都圏や羽田空港からのアクセスが良く、国内外からの観光客を呼び込む環境に優れているみな

とみらい２１地区では、近年、良質なエンターテイメント施設が立地し、地区の新たな魅力となっ

ています。また、今後の MICE 施設の拡充整備（20街区）も踏まえ、MICE参加者やその家族が安心・

快適で楽しく滞在できる街であることが求められます。 

更に、本年度実施したサウンディング調査においても、参加企業から「観光・エンターテイメン

ト」を軸とした街づくりは有効であるとのご意見をいただきました。 

このような中、平成 27年２月に策定された横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、横浜独自

の都心機能を高める視点の１つとして「観光・エンターテイメント・MICE など」を挙げ、また、60･

61･62 街区は、観光・エンターテイメント等の大規模集客施設を誘導するエリアとして位置付けられ

ました。このエリアは横浜都心臨海部における貴重な大規模土地であり、都心臨海部を象徴する開

発を誘導する必要があります。 

   これらを踏まえ、60・61・62 街区の街づくり方針を定め、街区開発を進めていきます。 

 

２ ６０・６１・６２街区 街づくり方針 

 

1)区  域・・・60・61・62 街区を対象とする 

大規模な敷地や、水辺に近いロケーションを生かした賑わい空間を創出するため、60・61・62 街

区（約 8.3ha）を対象とします。 

 

 

2)方  針・・・「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくり 

職・商・文・住が集まり一定程度成熟したみなとみらい２１地区にとって、来街者等が学び・楽し

み・交流できる場としての観光・エンターテイメントの集積は、地区の魅力をさらに高める新たな要

素となります。当エリアにおいて「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくりを進めることで、

アフターコンベンション機能を充実させると共に、こどもから大人まで、国内外の様々な人が学び・

楽しみ・交流できる街づくりを進め、『国際 MICE 都市 横浜』のブランドアップにつなげます。 

 

(3)開発方針 

 

① 中規模施設や大規模施設の立地により賑わいを形成 

サウンディング調査等による事業者ニーズを踏まえ、中規模施設（敷地面積 0.5～1.0ha 程度）

や大規模施設（開発敷地 数 ha）の立地による開発を誘導し、賑わいを形成します。 

 

② 街区を貫通する歩行者通路を整備 

約 8.3haという広大な街区を貫通する歩行者通路（幅員 15m 程度）を整備し、来街者が水辺を

感じつつ、安全・快適に楽しみながら通行できる象徴的な歩行者空間を設けます。 
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③ 歩行者通路より高島水際線公園側は、中低層の建築物を誘導 

歩行者通路より高島水際線公園側に中低層の建築物を誘導します。これにより、歩行者通路か

らの圧迫感を軽減し公園・水辺等への空間的な広がりを生み出すと共に、横浜駅側から当エリア

全体が見通せる景観の形成を誘導します。 

 

④ 街区全体が調和した魅力ある街並み景観の形成 

建物や空地等の配置・計画に配慮するため、マスターアーキテクト等の手法により、各施設

の特徴を活かしつつも街区全体として調和した街並み景観の形成を誘導します。 

 

 (4)土地処分等の手法・・・売却や定期借地等、多様な手法により街区開発を促進 

観光・エンターテイメント事業は、地区全体の賑わい創出や波及効果が高い一方、土地の高度利用

が難しく土地負担力が弱いため、進出が困難となっています。こうした、観光・エンターテイメント

事業の特性を考慮し、従来の売却による土地処分のほか、定期借地等、多様な手法を活用し、街区開

発を促進していきます。 

 

３ 街づくり方針イメージ 

 

 

※歩行者通路のルートはイメージであり、位置は今後調整していきます。 

海への見通しや 
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学び・楽しみ・交流できる施設を集積 
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歩
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通
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  問合せ窓口 

    一般社団法人横浜みなとみらい２１ 

    〒220-0012 横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 

          クイーンズスクエア横浜 クイーンモール ３階 

      ＴＥＬ ０４５（６８２）４４０４ 

      ＦＡＸ ０４５（６８２）４４００ 

 

 

 

 

 

 

 




